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第14号様式（第8条関係）

（その 1）
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止
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年

聿
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匙－．､､ ､|しに風伽権鋒へ- L紬11えん‘､"、
絃撤,蛸瓶込胤狼嫁余

（ふり がな ）

1政治団体の名称

汚涛毒象ふ崎；へ『2主たる事務所の所在地

3代表者の氏名

駿朱邦芳4会計責任者の氏名

事務担当者の氏名

（電話番号） （ず－ツ〃－7‘'／
ｰP

(2．12）入力済

政治団体の区分

口政 党

口政 党 の 支 部

口政治資金団体

政治資金規正法

口第18条の2第1項

ﾛ/2
規定による政治団体

の他の政治団体

□その他の政治団体の支部

活動区域の区分
□2以上の都道府県の区域等 画同一の都道府県の区域内

資金管理団体の指定の有無

口有

／

水

公職の種類

資金管理団体
の届出をした

者の氏名

国会議員関係政治団体の区分

政治資金規正法第19条の
□7第1項第1号に係る

国会議員関係政治団体
政治資金規正法第19条の
□7第1項第2号に係る
国会議員関係政治団体

公職の候補

者の氏名

公職の種類

資金管理団体の指定の期間

令和 年 月 日から

令和 年 月 日まで

国会議員関係政治団体
に関する特例の適用期間

令和 年 月 日から

令和 年 月 日まで



／

2）(その

支 状 況収 の

収支の総括表1

、

一

目別金額の内訳収入項2

収 入 総 額

(前年からの繰越額）

(本年の収入額）

1

十億 百万

上
上

3

』

9
千

2

‘

夕

‘

3

6

一
上
７

7
円

企

Z

支 出 総 額 』 3 6 8
翌年へ の繰越額 享 & 2 ‘ ア 7

(1)個人の負担する党費又は会費

金 額
十億 百万 千 円

員 数

Ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
８
■

人

(2)寄 附

ア寄附（イを除く。 ）の区分 金 額 備 考

(ア） 個人から の寄附
十億 百万 Ｈ

Ｏ
１
８
０

千 円

(うち特定寄附） （内書）

(ｲ） 法人その他の団体からの寄附

(ウ） 政治団体からの寄附 8 3 3 8

小計 （ｱ)＋(ｲ)＋(ｳ)＝ア ズ 2 ‘ 8

(寄附のうち寄附のあっせんによるもの） （内書）

イ政党匿名寄附

合計 （ア＋イ） 3 豚 3 『
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(その 6）

|牛10万円以上の収
めて「1件10万円

k個別に記電
苛の1，の｜桶

工1乗帝’)UV

１

(6)その他の収入

摘 要 金 額 備 考

醤風鰄f下職娩篭&雌
十億 5百万

８
６
０
Ｆ

千
■
Ｕ
■
８
８
８

円

4
■
・
■
・
■
』
■
■
・
凸
、

■
日
日
■
日
日

■
■
■
画
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
Ⅱ
日
日

。
■
■
８
口
日

■
１
■
８
８
１

与
廿
１
■
■
口

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ロ
■
Ｂ
Ⅱ
８
０

■
日
■
■
８
■

■
二
日
・
日
二
■
Ｉ
●
■

■
Ⅱ
■
■
０
８

■
■
■
日
０
■
■

０
８
日
■
日
日

■
一
■
０
日
日
一
■

■
■
■
■
■
Ⅱ

■
■
日
日
■
０

■
日
日
８
１
口

■
■
■
■
０
日

Ｄ
Ｕ
Ｏ
・
Ｂ
ｉ
Ⅱ

■
■
８
８
■
Ｉ

■
■
日
日
■
■

■
■
０
■
■
■

■
８
日
５
１
１

■
■
０
■
０
０

■
一
■
●
■
■
■
画
■
画
■

■
０
８
日
日
■

■
０
６
Ⅱ
０
■

この頁の小計

■
■
０
０
■
■

■
０
日
６
０
■ ＃

1件10万円未満のもの
■
■
■
８
８
■

■
■
日
日
■
■ ヂ

合 計

■
Ｉ
●
Ｕ
ご
日
二
■
■

■
６
日
日
日
■ ＃



(その 7）

の年債
者ごと

~円を超える寄附胴

鳥寄せ｜して年月E の有~0

｢小計」を入れてください。

(7)寄附の内訳 （政治団体からの寄附） 寄附者の区分 政治団体

団体の名称 金 額 年月日 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 備考

鰯紅銀士戒誇挫強,
十億 百万 千

‘ 9 ‘
円

3
R
又， ｝D. /2 聯蔚郷棚卸-剛櫛蛾聯”儲 田中榊R

この頁の小計 ‘ 8 』 8

その他の寄附

合 計 ＆ Wi3
Q ﾛ



(その 13）

粕の内計

｜合 計_m_=一し一mj_L4_Lf_L4_L"

(1)支出の総括表

項 目 金 額
備 考

本部又は支部に対して
供与した交付金に係る支出

澗 経常経賛

(1)人 件 費

十億 百万 千 円 、

(2)光 熱 水 費

(3)備品 ・ 消耗品費

(4)事 務 所 費

小 計 経常経費の計

2政治活動費

(1)組織活動費
／
△ 矛 8 〃 雑鯏m:.j/

(2)選挙関係費

(3)
機関紙誌の発行
エ柄岫の車茎譽 (小計）

ア機関紙誌の発行事業費

イ宣伝事業費

ウ政治資金パーティー開催事業費

エその他の事業費

q■■■ーーー＝ ■■＝■■■■■■I ■■■Ⅱ■■＝＝＝■■■■■■■■■■ロ■■‐1■■一■■Ⅱ■■■■‐ーーー■■■■ー＝＝q■■画■

(3)のアーエの計

(4)調査研究費

(5)寄附 。 交付金

(6)その他の経費

小 計 』 8 ‘ 『 政治活動費の計



〆
〆

(その 15）

(注1） 5万円以上の支出（国会議員関係政治団体の平成21年以降分については、 1
万円を超える支出）はすべて個別に掲載し、 5万円未満の支出（国会議員関係
政治団体の平成21年以降分については、 1万円以下の支出）は、 「その他の支
出｣に一括して記載してください。

(注2） 「その他の支出｣と｢合計｣の欄は、右上の項目別区分の（ ）の中の項目ご
とに、最後の頁に記載してください。

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 （総濡
､

菊
＄
』 測霞 ）

支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(同体にあっては、その名称）
支出を受けた弓
あっては、主たそ

息の住所（団体に
事務所の所在地）

備考

十億 百万 千 円

この頁の小計 0

その他の支出 ム 『 ‘ 2

合 計 6 r 6 8



〆 〆

(その 17）

資産等の状況

1 資産等の総括表

※有無について回してください。

資産等の有無

資産等の項目別区分 有 無
／

備 考

ア土 地 □ Ef
／

イ建 物 □ 〆

ウ建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 □ □／
／

ェ取得の価額が100万円を超える動産 □
／

〆

オ
預金 （普通預金及び当座預金を除く 。 ）
又は貯金 （普通貯金を除く 。 ）

〆 □
グ

力金 銭 信 託 □ 日／

キ有 価 証 券 □ Er
／

ク出 資 に よ る 権 利 □ 日／

ケ貸付先ごとの残高が100万円を超える貸付金 □ 回／

．支払われた金額が100万円を超える敷金 □ 回
／

サ取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利 □ □〆

シ借入先ごとの残高が100万円を超える借入金 □ 国
／



〆

〆

Ｉ
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(その 18）

2資産等の項目別内訳

(注）様式（その17）で「有」 とした項目ごとに別葉として作成してください。
借入金は｢借入先｣ごとの合計金額で日付は不要です。

資産等の内訳 項目別区分 謁鐙負懲鍵農

摘 要 金 額 年月日 備 考

隷圃鳥脈下丈塙支應
』
Ｂ
■
０
日
■
■
■

十億 百万

ん
劃
ノ 』

千

2 ７

■
■
■
■
■
画
■
画
■
■
二
■
■

～ 7
円

Ｈ
Ｆ
Ｂ
Ｉ
Ｂ
■
■

０
日
■
■
８
０
０

。
■
■
■
■
８
９
■

■
８
０
０
８
０
０
■

■
■
０
日
■
■
８

Ⅱ
日
日
Ⅱ
日
日
■

・
０
■
２
８
１
日
■

野
■
■
９
８
日
１
日

ＩＢＢⅡ０００Ⅱ■■■■■日

■
■
■
■
■
■
■
■
一
■
画
■
■

■
■
■
■
■
■
■
凸
Ｂ
画
■
■
■
■

■
■
■
２
０
１
１

■
■
■
１
２
１
日

・
０
■
６
■
１
■
■

■
画
■
画
■
■
■
二
■
』
■
■
■
■

■
Ｈ
１
１
Ｈ
０
■

８
■
Ⅱ
■
０
■
０

・
日
日
■
日
甘
１
■

■
０
０
１
８
８
日
■

８
日
■
１
０
０
１

■
Ⅲ
■
Ⅲ
０
８
日
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(その 20)
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添付書類 （別添のとおり）

1領収書等の写し

2監査意見書（政党本部及び政治資金団体に限る。 ）

3政治資金監査報告書（国会議員関係政治団体に限る。 ）

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

令和3年3月”日

短握士に蝿海辺周催犠餐政治団体の名称

蓑昔の氏采

(解散届と併せて提出する時のみ記入）

(代表者の氏名 ： ④）

｢会計責任者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、ﾖとし、※
※

署名の場合は必ず会計責任者本人が自署すること。

、 「代表者の氏名」も記名押印又は署名することとし、署名の場合は解散届と併せて提出する収支報告書の場合は

必ず代表者本人が自署すること。


